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（１）上記３（６）及び（７）の通知において、競争参加資格がないと認められた者及び技術提案が適

正と認められなかった者は、分任支出負担行為担当官に対して、その認められなかった理由につい

て、書面（様式は自由とする。）により説明を求めることができる。なお、提出期限、場所及び提

出方法は入札公告のとおりとする。 

（２）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求め

た者に対し、書面により回答する。 

（３）上記（１）の技術提案が適正と認められなかった者に対する上記（２）の分任支出負担行為担当

官の回答書による説明に不服がある者は、書面（様式は自由とする。）により再苦情を申立てるこ

とができる。なお、この場合書面は、代表者又はそれに代わる者が持参して提出するものとし、郵

便又は電子メールその他の方法によるものは受け付けない。 

 

５．技術提案書等の提出にあたっての留意事項 

（１）技術提案書等の作成説明会は、原則として実施しない。 

（２）提出書類は、次により電子調達システムにより、ＰＤＦファイル形式により送信すること。なお、

承諾を得て紙入札による場合は、申請書、資料及び技術提案書ともにそれぞれ１部を提出すること。 

  ア 電子調達システムによる場合 

①  提出期間 

    令和８年３月２７日から令和８年４月９日までの休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで

と する。 

   ② 提出方法 

    電子調達システムの「提案書等提出」画面の提案書等フィールドに添付し提出すること。ただ

し、技術提案書等の合計ファイル容量が３ＭＢを超える場合には、郵送（書留郵便に限る）、

電送又は電子メール（電子メール送信容量は６ＭＢ以内とする。）とし、締切日時までに必着

すること。郵送、電送又は電子メールにより提出する場合には、必要書類の一式を郵送、電送

又は電子メールにより送付することとし、電子調達システムによる送信との分割は認めない。 

    また、郵送、電送又は電子メールにより提出する場合は、次の内容を記載した書面（様式は自

由とする。）を電子調達システムにより、申請書等として送信すること。 

（ア） 郵送、電送又は電子メールする旨の表示 

（イ） 郵送、電送又は電子メールする書類の目録 

（ウ） 郵送、電送又は電子メールする書類のページ数 

（エ） 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 

郵送、電送又は電子メールの場合の送付先は、次のとおりとする。 

〒８８５－００３５ 宮崎県都城市立野町３６５５－１ 

宮崎森林管理署都城支署 総務グループ 

電話：０９８６－２３－４５６６ 

メールアドレス：ky_miyakonojyou@maff.go.jp 

  イ 紙入札方式による場合 

①  受付期間：令和８年３月２７日から令和８年４月９日までの休日を除く毎日、午前９   

      時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

②  受付場所：〒８８５－００３５ 宮崎県都城市立野町３６５５－１ 

宮崎森林管理署都城支署 総務グループ 

（３）技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（４）技術提案書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。 

（５）提出された技術提案書等は、返却しない。 

（６）技術提案書等のヒヤリングは、原則として実施しない。 

（７）提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術

者（現場代理人）等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承

認した場合においては、この限りではない。 

（８）技術提案書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工
































